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 事務局長、監査担当部長、他課長９名 

審  議  事  項  等 審  議  等  の  結  果 

 

（１） 押しボタン信号機を改良するために要

した費用の支出を不当として改良に携

わった職員の降格等を求める住民監査

請求（その２）の処理方針について 

 

（２） 都職員による事実誤認は税金の無駄使

いであるとして工事後に亀裂が生じた

ことの確認を求める住民監査請求の処

理方針について 

 

（３） 平成２８年度公営企業会計決算審査に

ついて（交通事業会計） 

 

（４） 平成２８年度公営企業会計決算審査に 

ついて（高速電車事業会計） 

 

 

 

（５） 平成２８年度公営企業会計決算審査に 

ついて（電気事業会計） 

 

（６） 報告書の修正について（平成２９年定

例監査（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局、 

教育庁）） 

 

（７） 平成２８年度公営企業会計決算審査に

ついて（水道事業会計） 

 

（８） 平成２８年度公営企業会計決算審査に 

ついて（工業用水道事業会計） 

 

 

 

 

（９） 平成２８年度公営企業会計決算審査に 

ついて（下水道事業会計） 

 

 

 

（１） 審議の結果、文言を一部修正の上、処理 

方針案のとおり決定した。 

 

 

 

（２） 審議の結果、文言を一部修正の上、処理 

方針案のとおり決定した。 

 

 

 

（３） 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

（４） 審議の結果、一部修正の意見が付され、 

次回以降に修正案を付することとし、その 

他の部分については、案のとおり決定し 

た。 

 

（５） 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

（６） 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

 

（７） 審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

（８） 審議の結果、一部修正の意見が付され、 

次回以降に修正案を付することとし、その 

他の部分については、案のとおり決定し 

た。 

 

（９）審議の結果、一部修正の意見が付され、 

次回以降に修正案を付することとし、その 

他の部分については、案のとおり決定し 

た。 



（１０） 報告書の修正について（平成２９年

定例監査（産業労働局） 

 

（１１）社会福祉法人等への補助金の清算に 

    ついて 

 

（１２）８月２日の講評について（報告事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

（１１）審議の結果、案のとおり決定した。 

 

 

（１２）審議の結果、案のとおり決定した。 

備 考  

 


